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第第第第二二二二期期期期    長野市都市内分権推進計画の長野市都市内分権推進計画の長野市都市内分権推進計画の長野市都市内分権推進計画の    

取組概要と評価取組概要と評価取組概要と評価取組概要と評価    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 2222７７７７年年年年１１１１月月月月    

    

    

    

    

    

    

    

評価の凡例 

○  目標達成または十分な取組があったが引き続き取り組むもの 

△ 取組が低調または未達成で引き続き取り組むもの 

● 当面の間凍結し、次の計画には引き継がないもの 

▲ 将来的に必要に応じて検討するとして引き継ぐもの 
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ⅢⅢⅢⅢ    第第第第二二二二期期期期長野市都市内分権推進長野市都市内分権推進長野市都市内分権推進長野市都市内分権推進計画計画計画計画ででででのののの取組取組取組取組とととと評価評価評価評価    

１１１１    基本的基本的基本的基本的なななな取組取組取組取組とととと評価評価評価評価    

(1) (1) (1) (1) 市市市市のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢 

取組事項 取組の具体的な内容 

 

市の基本姿勢の確

認 

住民自治協議会は協働の相手方であることを認識

し、「市民公益活動促進のための基本方針」に基づき、

協働を進めるものとし、住民自治協議会が行政の下請

け機関ではなく、地区課題の解決を通じて「住民の福

祉を増進すること」を目的としている考え方や取組を

尊重し、十分に話し合い、合意を得て、住民自治協議

会の活動を支援してきました。 

 所管課 

 

都市内分権課 

取組概要 ◆ 住民自治協議会と長野市との協働に関する基本協定の締結 

◆ 住民自治協議会と長野市との協働に関する年度協定の締結 

◆ 長野市住民自治協議会連絡会の開催 

◆ 地区活動支援担当者（支所長）会議の開催 

評価 

○ 

平成 22 年度の本格的な活動開始から 5 年目を迎えて、住民自

治協議会の活動は定着されつつあります。 
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((((２２２２) ) ) ) 市職員市職員市職員市職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革等等等等 

取組事項 取組の具体的な内容 

 

都市内分権に関す

る研修 

都市内分権を推進し、住民自治協議会と行政との協働

を進めるため、都市内分権に関する研修会を計画的に実

施するとともに、地区活動に参加しやすい環境の整備に

も継続的に取り組んできました。 

 

 所管課 

 都市内分権 

職員研修所 

取組概要 ◆ 階層別研修 

  新任職員研修（平成 22 年度から平成 26 年度） 

各年度１回 

 管理職研修（平成 22 年度及び平成 23 年度） 

各年度１回 

  課長補佐研修（平成 22 年度） 

   １回 

  係長研修（平成 22 年度から平成 24 年度） 

   各年度１回 

◆ 地区支援担当向け研修（平成 25 年度及び平成 26 年度） 

各年度１回 

◆ 住民自治活動フォーラム（住民自治協議会の活動発表）の聴講

（平成 22 年度から平成 25 年度） 

   各年度 1 回 

評価 

○ 

 市の事務事業を行う上で、住民又は住民自治協議会に安易に依

頼や要請を行うのではなく、住民側の負担軽減や必要性について、

十分検討すべきであることを職員が意識するように変化してきて

います。 
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((((３３３３) ) ) ) 市民理解市民理解市民理解市民理解のののの促進促進促進促進 

取組事項 取組の具体的な内容 

 

市民理解の促進 市民の皆さんの自治意識を高め、住民自治協議会への

参加・協力が得られるよう、各地区での説明会や出前講

座はもとより、「広報ながの」で住民自治協議会の活動

を紹介したり、地区イベント等の際に地区活動支援担当

から PR するなど、住民自治協議会との連携を含め、あ

らゆる機会をとらえて理解を求めてきました。 

 所管課 

 

都市内分権課 

取組概要 ◆ 「広報ながの」への掲載：各年度 1 回 

◆ 住民自治活動フォーラムの開催：各年度１回 

◆ 長野市公式ホームページへ各地区住民自治協議会のホームペ 

ージのリンク 

評価 

○ 

 平成 24 年に実施したまちづくりアンケートでは、およそ６割

の市民が住民自治協議会またはその活動を認識していると答えて

おり、市民理解の促進が図られているものと考えますが、一方で

「よくわからない」と答えた方も４割いるため、更なる理解の促

進が必要です。 
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    ((((４４４４))))    人材人材人材人材のののの発掘発掘発掘発掘・・・・育成育成育成育成 

取組事項 取組の具体的な内容 

 

公民館との連携・市

民公益活動センタ

ー及びボランティ

アセンターとの連

携 

住民自治協議会の活動が主体的かつ継続的に行われ

るよう、公民館等と連携して、住民参加・協働に向け

た意識改革や活動をけん引する人材の発掘・育成を図

ってきました。 

所管課 

 企画課 

生涯学習課 

職員課 

取組概要 長野市立公民館や生涯学習センターでは、地区内の人材発掘や

育成を目的とした住民自治協議会公民館部会役員会や地域公民館

連合会の役員交流研修会などが開催されました。 

◆ 市立公民館での講座実施状況 

・地域公民館長、主事研修会 

  平成 22 年度：２講座 

   平成 23 年度：３講座 

 ・公民館活動講演会 

  平成 24 年度：１講座 

   平成 25 年度：２講座 

評価 

△ 

 住民自治協議会や地域公民館など地域で活躍する人材も育ち始

め、法人を設立して市民農園事業に取り組む地区などの動きが見

られました。 
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２２２２    住民自治協議会住民自治協議会住民自治協議会住民自治協議会のののの活動支援活動支援活動支援活動支援とととと評価評価評価評価    

(1)(1)(1)(1) 地区活動支援担当地区活動支援担当地区活動支援担当地区活動支援担当・・・・支所等支所等支所等支所等によるによるによるによる支援支援支援支援    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

地 区 活 動 支 援 担

当・支所等による支

援 

 支所については支所長、第一地区から第五地区につい

ては市民活動支援課長並びに地区担当職員を地区活動

支援担当に任命し、次の支援を行ってきました。 

（ア） 都市内分権に関する住民への理解及び促進を図

ること 

（イ） 住民自治協議会の活動を支援すること 

（ウ） その他都市内分権の目的を達成するため市長が

必要と認めること 

 所 管 課 

 

都市内分権課 

市民活動支援課 

各支所 

取組概要 

【地区活動支援担当による支援】 

◆ 住民自治協議会の活動開始直後は、事務局の業務を全面的に支 

援しました。事務局体制の充実に合わせ、実務面や事務処理方法 

の改善などについて、側面的な支援に切り替えてきました。 

◆ 職員地区サポートチームについては、期待した効果がなかった 

ことから、業務ごとに職員のボランティア支援に切り替え、支援 

者の募集等について便宜を図ってきました。 

◆ 住民自治協議会の将来像や目標を定め、その実現に向けた「地 

区まちづくり計画」の策定や見直しを支援しました。 

◆ 支所長を住民自治協議会と行政との協働のまちづくりの調整役 

に位置付けて、総合的に支援を進めました。また、平成 24 年３ 

月には地区活動支援担当者の担当業務について、役割をより具体 

化させました。 

評 価 

○ 

住民自治協議会の活動が本格的にスタートした直後、住民の主体

性を尊重するあまり、「支所が遠くなった。」との声がありました。 

そこで、地区活動支援担当である支所長は地区のまちづくり活動

の調整役であることを再確認し、支所が積極的にかかわることとし

ました。その結果、支所長が住民自治協議会事務局長と連携し、行

政と住民自治協議会との協働のまちづくりを進める体制を再構築

することができました。 
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(2)(2)(2)(2) 事業担当課事業担当課事業担当課事業担当課によるによるによるによる支援支援支援支援    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

 

事業担当課による

支援 

 事業担当課(地域行政に関する事業を行うすべての部

署)は、これまで以上に地域の実情や特性に精通・配慮

することで、地域の皆さんの要望を的確に把握し、その

実現に向けて、担当する専門分野の立場から、地区活動

支援担当や都市内分権課と連携して対応することとし

ました。 

 特に、これまで各種団体を所管していた課は、団体で

実施してきた活動を住民自治協議会に移行する際に生

じる課題や疑問等に対し、解決に向けて積極的に支援す

ることとしました。 

 所 管 課 

 

事業担当課 

（全所属） 

取組概要 

◆ 住民自治協議会の要請に応じて、それぞれの業務の担当課が所 

管する分野の情報提供を行いました。 

◆ 住民自治協議会による地区まちづくり計画の策定・見直しに当

たって、要請に応じて相談を受けたりアドバイスを行いました。 

◆ 住民自治協議会が取り組む事業の計画や実施に当たって、相談 

を受けたりアドバイスを行いました。 

・参考となる統計データの提示や分析 

・講演会の趣旨に応じた講師のリストアップ 

・地区住民要望に対応できる事業計画に関する相談・助言 

・事業目的に応じて、協力を得られる NPO 等の紹介やコーディ

ネート 

評 価 

○ 

 事業担当課は都市内分権課や地区活動支援担当を通じて、各地区

の住民自治協議会の課題や要望に対して、専門的な視点から支援を

行うこととしていましたが、住民自治協議会の主体性を尊重する余

り、自らの積極的な活動に欠け、結果として地区や地区活動支援担

当任せと感じられる結果となりました。 

それぞれの担当施策については、積極的に地域へ働き掛けること

が重要であることを説明し、それぞれの担当課において支援体制を

整えることとしました。 
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(3)(3)(3)(3) 都市内分権課都市内分権課都市内分権課都市内分権課によるによるによるによる支援支援支援支援    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

都市内分権課によ

る支援 
地域振興部及び都市内分権課を新設し、庁内組織の再

編・強化を図ることとしました。  所 管 課 

 都市内分権課 

取組概要 

① 地区活動支援担当のバックアップ及び総合調整 

 先進事例や他地区に関する情報の提供など、地区活動支援担当の

バックアップを行いました。 

② 住民自治協議会連絡会の事務局 

 住民自治協議会長により構成される住民自治協議会連絡会の事

務局を担当し、住民自治協議会と市との協働を円滑に進めました。 

③ 住民自治協議会の活動に対する相談等 

 １年に２回程度定期的住民自治協議会を訪問し、各地区の課題や

地域での取組について意見交換をするとともに、事務や会計処理に

ついて必要なアドバイスを行いました。 

評 価 

○ 

①  平成 22 年度に地域振興部を創設し、都市内分権課を設置しま 

した。都市内分権課は、支所を側面から支援するとともに、住民自 

治協議会に対する庁内の窓口となり、支所と連携しながら各地区の 

まちづくり活動を支援することができました。 

② 連絡会を開催することにより、地区間の情報交換の内容や住民 

自治協議会共通の市への提案や要望を直接聞く中で、住民自治協 

議会が直面する課題を適時に把握ができ、市との協働に活かすこ 

とができています。 

③ 住民自治協議会活動に対する適切な運営の支援に繋げることが 

できました。 
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(4)(4)(4)(4) 財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援    

取組事項 取組の具体的な内容 

 財政支援 

 住民自治協議会を対象とした３つの財政支援策を創設

しました。その後、平成 24 年度には、住民自治協会自立

支援補助金を創設しました。 

 所 管 課 

 

都市内分権課 

市民活動支援課 

取組概要 

① 地域いきいき運営交付金 

 交付実績                  （単位：円） 

年度 交付額 備  考 

H22 258,330,000  

H23 289,225,000 人件費加算額を増額 

H24 292,842,300 スポーツ事業補助金を組入れ 

H25 293,260,000  

H2６ 294,091,000  

 

② 地域やる気支援補助金 

交付実績                  （単位：円） 

年度 交付額 備  考 

H22 9,515,000 14 地区 16 事業 

H23 9,768,000 15 地区 18 事業 

H24 9,866,000 14 地区 14 事業 

H25 9,439,000 14 地区 16 事業 

H26 8,873,000 13 地区 13 事業 

 

 

③ やまざと支援交付金 

交付実績                  （単位：円） 

年度 交付額 備  考 

H22 7,729,299  

H23 7,800,000  

H24 23,062,746 活性化推進員の雇用経費を加え

て交付することに変更した。 

H25 23,400,000  

H26 23,400,000  
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④ 住民自治協議会自立支援補助 

交付実績                  （単位：円） 

年度 交付額 備  考 

H24 30,030,643 28 地区 

H25 34,579,327 31 地区 

H26 38,400,000 32 地区 

 

＊平成 26 年度交付額は予算額 

評 価 

○ 

① 地域いきいき運営交付金 

  できるだけ使途を限定せず柔軟な運用を可能としているため、 

各住民自治協議会の諸活動の財源として有効に活用されています。 

 

②  地域やる気支援補助金 

地区課題の解決や、地区の独自事業など、地区ごとに創意工夫さ 

れた事業の申請があり、地区の活動の見直しや、住民自治協議会活 

動を促進する効果が見られました。 

また、平成 25 年度から、同一地区での連続した事業実施に関す 

る制約を廃止し、２年度にわたる継続事業も可能としたほか、公開 

選考会を２月の開催とし、当年度から事業に着手できるようにする 

など、より利用しやすい制度となるように改善を図りました。 

 

③  やまざと支援交付金 

支障木の伐採や市道の草刈り、農家民泊など、地域で考える課題 

に取り組むための財源として有効に活用されています。 

その一方で、地域活性化推進員の必要性や他の財政支援策との関 

連が不明確になっています。 

 

④  住民自治協議会自立支援補助金 

平成 25 年度末で 31 地区、平成 26 年度からは全 32 地区で事 

務局長が雇用され、役員の負担軽減や活動の継続性の確保、事務局 

機能の強化などにつなげることができました。 
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(5)(5)(5)(5)    地域活性化推進員地域活性化推進員地域活性化推進員地域活性化推進員 

取組事項 取組の具体的な内容 

 地域活性化推進員 

 中山間地域 13 地区に「地域活性化推進員」を配置し、

地域課題の解決のために、集落点検や、活性化対策及び

集落支援等に必要な事業を行うこととしました。 

 所 管 課 

 市民活動支援課 

取組概要 

平成 21 年度から、中山間地域 11 地区に地域活性化アドバイザ

ーを配置しました。また平成 22 年度からは、「地域活性化推進員」

と名称を改め、信州新町及び中条地区を加えた 13 地区において、

住民自治協議会、各支所及び関係各課等と連携の上、次のような活

動に取り組みました。 

◆ 集落点検活動に関すること。 

◆ 計画の策定支援に関すること。 

◆ 住民との話合いに関すること。 

◆ 活性化対策及び集落支援等に必要な事業に関すること。 

 その他上記の業務に加え、不法投棄パトロール、地域での共同作

業、有害鳥獣対策など、地域が抱える固有の課題について、具体的

な支援活動を行いました。 

また、平成 23 年度までは市職員として雇用していたが、平成

24 年度から、やまざと支援交付金に地域活性化推進員の雇用経費

を加えて交付することとしました。 

評 価 

○ 

地域の独自課題を解決するための事業費への流用も認めたこと

もあり、地域における使途の自由度が高まったほか、地域での雇用

創出にも効果がありました。 
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((((６６６６))))    職員地区職員地区職員地区職員地区サポートチームサポートチームサポートチームサポートチーム 

取組事項 取組の具体的な内容 

 

職員地区サポート

チーム  意欲を持った職員が住民自治協議会活動に積極的に

かかわることができるように、市職員のボランティアに

よる「職員地区サポートチーム」制度の運用について検

討することとしました。 

 所 管 課 

 都市内分権課 

取組概要 

「職員地区サポートチーム」制度については、第一期計画の評価

において登録職員数が少ない一方、住民自治協議会側も職員の能力

を活用できる支援内容を想定できないなど、活発な活動ができてい

ませんでした。 

第二期計画においては、弾力的な職員支援のあり方を検討し、住

民自治協議会の要請により地区活動支援担当が庁内 LAN を活用

し、全市職員に対して各地区の住民自治協議会活動へのボランティ

アを募る方法に移行しました。 

評 価 

○ 

「職員地区サポートチーム」制度については、課題が多かったこ

ともあり、定着を図ることができませんでしたが、事業ことにボラ

ンティアを募集する方式に変更した結果、意欲ある職員が自主的な

判断で活動に参加する形が出来上がりました。 
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3333    新新新新たなたなたなたな仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進    

(1)(1)(1)(1)    各種団体各種団体各種団体各種団体のののの見直見直見直見直しししし    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

各種団体の見直し 地域へ交付されている様々な補助金等を「地域いき 

いき運営交付金」に含めることができないかどうか、 

また、法律に基づいて設置された団体等のあり方を、

「補助金等に一括交付金化」と「団体のあり方」に分

けて、地域の皆さんの声を聞きながら検討を進めるこ

ととしました。 

 所管課 

 

都市内分権課 

取組概要 国や県との協議を視野に入れた各種団体のあり方に関する見

直しについては、その団体が存続している根拠や歴史的経過、 

またその団体の関係先も様々であることなどから、あり方自体 

についての具体的な検討は進みませんでした。 

また、補助金等の一括交付金化については、長野市から地域へ

交付されている様々な補助金等について検討した結果、スポーツ

事業補助金については、平成 24 年度から「地域いきいき運営交

付金」に含めることとしましたが、その他の補助金については関

係法令等により、その目的に応じて交付されているため、見直し

は進みませんでした。 

評価 

● 

関係法令等があり、具体的な見直しは困難でした。 
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(2)(2)(2)(2)    地域総合事務所構想地域総合事務所構想地域総合事務所構想地域総合事務所構想    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

地域総合事務所の

設置 

支所と住民自治協議会が協力し合ってよりよい地域づ

くりを目指す機運が高まり、地区の一体感も醸成されて

きた現状に鑑み、地域総合事務所及び地域会議について

は、住民自治協議会の成熟状況等を総合的に勘案し、市

民の皆さんの意見を十分にお聴きしながら、必要に応じ

て検討することとしました。 

ただし、行財政改革を進める中で、市の組織の見直し

等を検討する必要が生じた場合、今後の住民自治協議会

の成熟状況等を十分に勘案することを前提に、地域総合

事務所構想に固執せず、モラル的な取組も視野に入れ、

より効果的な地域行政が行えるよう総合的に検討するこ

ととしました。 

 所管課 

 

企画課 

都市内分権課 

取組概要 地域総合事務所構想については、住民自治協議会の成熟状況や、

市民の皆さんの意見を十分に聞きながら必要に応じて検討するこ

ととしていました。 

しかし、地域総合事務所を設置する地域の選定が困難であるこ

と、総合事務所を設置した場合の効果が明確でないこと等に加え

て、現状は支所機能を維持する方向にあることから、将来において

必要に応じた検討をするとして、当構想は凍結することになりまし

た。 

評価 

▲ 

現段階での凍結は妥当と考えます。なお、将来において必要に応

じた検討をすることとします。 
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(3)(3)(3)(3)    自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの制定制定制定制定    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

自治基本条例制定 自治基本条例に定めるべき事項のうち、その時点で

必要となる事項について順次定めていくという考えの

もと、その都度、市民との十分な協議を経て、必要と

なる事項について条例化等することを検討します。将

来、その集大成として『自治基本条例』として整備す

ることを基本方針としました。 

 所管課 

 

都市内分権課 

取組概要  長野市議会等において条例制定の検討を求める意見がありまし

たが、住民自治への市民意識の高まりを見極めながら検討してい

くこととしています。 

 また、自治基本条例に定めるべき事項のうち、その時点で必要

となる事項について順次定めていくという考えの下、その都度、

市民との十分な協議を経て、必要となる事項について条例化する

ことを検討し、将来、その集大成として条例を整備することとし

ています。 

評価 

▲ 

 現段階では制定を考えていませんが、将来において必要に応じ

た検討をすることとします。 
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(4)(4)(4)(4)    住民自治協議会住民自治協議会住民自治協議会住民自治協議会のののの法人化等法人化等法人化等法人化等についてのについてのについてのについての対応対応対応対応    

取組事項 取組の具体的な内容 

 

住民自治協議会の

法人化 

将来、住民自治協議会が更に発展していくためには、

収益事業の導入や法人化による権利能力の付与が必要

となる場合なども想定されることから、住民自治協議

会の活動状況に応じて、これらについて検討を進める

こととしました。  

 所管課 

 

都市内分権課 

取組概要 住民自治協議会が活動する上で法人格が必要となる場合は、そ

の目的に応じ、個別具体的な提案に対して必要な支援を行ってき

ました。 

なお、市民農園事業の実施のために法人を設立する地区もあり

ました。 

評価 

△ 

 法人格を必要とする住民自治協議会が少なかったため、法人格

を取得する住民自治協議会はあまりありませんでした。 

 


